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在
日
米
軍
基
地
か
ら
排
出
さ
れ
た
Ｐ
Ｃ
Ｂ
含
有
機
器
の
処
理
と
「
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処

理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
改
正
案
に
関
す
る
質
問
主
意
書 
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在
日
米
軍
基
地
か
ら
排
出
さ
れ
た
Ｐ
Ｃ
Ｂ
含
有
機
器
の
処
理
と
「
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処

理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
改
正
案
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
（
Ｐ
Ｃ
Ｂ
）
は
、
最
大
の
食
品
公
害
事
件
と
言
わ
れ
る
カ
ネ
ミ
油
症
事
件
の
原
因
物
質
で
あ
る
。
北

九
州
市
の
カ
ネ
ミ
倉
庫
社
が
製
造
し
た
食
用
米
ぬ
か
油
が
、
鐘
淵
化
学
工
業
、
現
在
の
カ
ネ
カ
が
製
造
し
た
Ｐ
Ｃ
Ｂ
に
汚
染
さ

れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
食
べ
た
方
々
が
吹
き
出
物
や
肝
臓
障
害
、
心
臓
疾
患
、
貧
血
、
骨
の
変
形
と
、
多
数
の
症
状
に

長
期
に
わ
た
っ
て
悩
ま
さ
れ
た
。
国
の
不
十
分
な
支
援
措
置
や
、
実
態
に
即
し
て
い
な
い
患
者
認
定
基
準
に
よ
っ
て
、
い
ま
だ

に
多
く
の
被
害
者
が
苦
し
ん
で
い
る
。 

 

Ｐ
Ｃ
Ｂ
は
、
変
圧
器
や
コ
ン
デ
ン
サ
ー
、
安
定
器
な
ど
電
気
機
器
に
使
用
さ
れ
て
き
た
が
、
環
境
中
で
分
解
さ
れ
に
く
く
、

生
物
へ
の
蓄
積
が
認
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
残
留
性
有
機
汚
染
物
質
に
関
す
る
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
条
約
に
よ
っ
て
、
廃
絶

と
適
正
処
理
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
国
内
で
も
、
い
わ
ゆ
る
Ｐ
Ｃ
Ｂ
特
措
法
に
よ
り
、
二
〇
二
七
年
度
ま
で
に
全
て
の
Ｐ
Ｃ
Ｂ

含
有
機
器
の
廃
止
、
処
理
を
終
了
さ
せ
、
国
内
か
ら
完
全
に
廃
絶
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。 

 

有
害
物
質
で
あ
る
Ｐ
Ｃ
Ｂ
の
処
理
は
、
汚
染
者
負
担
の
原
則
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
〇
〇
二
年
に
は
在
日
米
軍

施
設
・
区
域
内
の
Ｐ
Ｃ
Ｂ
含
有
機
器
は
米
国
本
土
に
搬
出
す
る
と
の
米
国
防
省
の
方
針
が
発
表
さ
れ
、
日
本
の
外
交
青
書
・
国



 

２ 

 

会
答
弁
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。 

 

し
か
し
、
防
衛
省
は
長
年
に
わ
た
り
沖
縄
県
の
嘉
手
納
基
地
や
山
口
県
の
岩
国
基
地
な
ど
の
米
軍
の
Ｐ
Ｃ
Ｂ
含
有
機
器
、
廃

棄
物
を
ひ
そ
か
に
日
本
側
で
引
き
取
り
、
中
間
貯
蔵
・
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
（
Ｊ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
）
等
に
お
い
て
、
処
理
し
て

き
た
。 

 

そ
の
後
二
〇
二
四
年
に
日
米
両
政
府
は
、
米
国
製
・
海
外
製
の
Ｐ
Ｃ
Ｂ
含
有
機
器
は
日
本
法
令
上
の
期
限
内
に
米
国
に
移
送

し
て
処
理
し
、
日
本
製
の
も
の
は
日
本
国
内
で
処
理
す
る
方
針
で
合
意
し
た
は
ず
で
あ
る
。
同
年
二
月
二
十
八
日
に
開
か
れ
た

衆
院
予
算
委
員
会
第
六
分
科
会
に
お
い
て
、
政
府
は
田
村
貴
昭
議
員
の
「
今
後
、
米
軍
基
地
に
お
い
て
高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
が
発
見

さ
れ
た
と
し
て
も
、
日
本
国
内
で
は
処
理
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
か
」
と
の
質
問
に
対
し
、
「
Ｊ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
の
事
業
所
に
お
い

て
米
軍
の
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
を
処
理
す
る
こ
と
は
想
定
し
て
お
り
ま
せ
ん
」
と
答
弁
し
た
。 

 

と
こ
ろ
が
、
今
国
会
に
政
府
が
提
出
し
て
い
る
「
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措

置
法
及
び
中
間
貯
蔵
・
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
で
は
、
二
〇
二
七
年
三
月
末
と
し
て
い
た

法
定
の
処
分
期
限
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
を
全
国
に
二
十
六
か
所
あ
る
民
間
処
理
施
設
で
処
分
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
。
こ
れ
で
は
防
衛
省
が
在
日
米
軍
か
ら
返
還
を
受
け
た
施
設
・
区
域
で
保
管
さ
れ
て
い
た
Ｐ
Ｃ
Ｂ
含
有
機
器
も
日
本
側
が
無
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制
限
に
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
ま
た
無
期
限
か
つ
無
制
限
に
在
日
米
軍
か
ら
の
Ｐ
Ｃ
Ｂ
含
有
機
器
を
日
本
の
民
間

処
理
施
設
が
受
け
入
れ
続
け
、
そ
れ
に
政
府
が
関
与
で
き
な
い
状
況
に
な
り
か
ね
な
い
。 

 

よ
っ
て
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。 

一 

法
改
正
に
よ
っ
て
高
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
含
有
電
気
機
器
等
廃
棄
物
の
処
理
が
想
定
さ
れ
て
い
る
二
十
六
箇
所
の
民
間
処
理
施
設

に
つ
い
て
、
運
営
す
る
企
業
名
、
代
表
者
、
企
業
の
設
立
年
、
資
本
金
、
事
業
内
容
、
従
業
員
数
、
取
引
銀
行
、
高
濃
度
Ｐ

Ｃ
Ｂ
の
処
理
施
設
の
所
在
地
及
び
当
該
施
設
の
処
理
能
力
、
及
び
当
該
民
間
処
理
施
設
に
対
す
る
国
の
関
与
の
仕
組
み
に
つ

い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

改
正
法
下
に
お
い
て
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
及
び
Ｐ
Ｃ
Ｂ
含
有
機
器
が
残
置
さ
れ
て
い
る
不
動
産
の
売
買
・
譲
渡
は
可
能
か
。
売
買
・

譲
渡
は
可
能
な
場
合
、
残
置
さ
れ
て
い
る
Ｐ
Ｃ
Ｂ
及
び
Ｐ
Ｃ
Ｂ
含
有
機
器
の
届
出
・
管
理
・
処
分
の
責
任
は
誰
が
負
う
の

か
。 

三 

二
〇
〇
六
年
に
は
Ｊ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
東
京
事
業
所
が
、
二
〇
一
〇
年
十
一
月
に
は
豊
田
事
業
所
が
Ｐ
Ｃ
Ｂ
を
漏
出
さ
せ
る
事
故

を
発
生
さ
せ
た
。
二
〇
一
六
年
に
は
北
九
州
事
業
所
に
お
い
て
排
ガ
ス
か
ら
高
濃
度
の
有
害
物
質
が
検
出
さ
れ
る
漏
出
が
発

生
し
、
そ
の
後
一
年
半
に
わ
た
っ
て
隠
蔽
し
て
い
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。
今
回
の
法
改
正
に
よ
っ
て
Ｐ
Ｃ
Ｂ
処
理
を
担
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う
民
間
の
処
理
施
設
の
不
適
切
な
処
理
や
、
漏
出
な
ど
の
事
故
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
、
近
隣
へ
の
被
害
の
除
去
、
被
害
者
が

い
る
場
合
の
補
償
の
あ
り
方
を
含
む
当
該
企
業
の
責
任
を
ど
の
よ
う
に
果
た
さ
せ
る
の
か
。
ま
た
、
国
と
し
て
ど
の
よ
う
に

責
任
を
負
う
の
か
。 

四 

二
〇
〇
二
年
度
か
ら
直
近
ま
で
の
在
日
米
軍
施
設
・
区
域
か
ら
の
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
量
と
処
理
費
用
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

五 

現
在
防
衛
省
が
保
管
す
る
、
在
日
米
軍
か
ら
施
設
及
び
区
域
が
返
還
さ
れ
た
場
合
の
原
状
回
復
措
置
並
び
に
提
供
施
設
整

備
及
び
米
軍
再
編
に
係
る
事
業
に
お
い
て
発
生
し
た
Ｐ
Ｃ
Ｂ
含
有
機
器
及
び
廃
棄
物
の
量
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

六 

現
在
の
在
日
米
軍
施
設
・
区
域
に
あ
る
Ｐ
Ｃ
Ｂ
含
有
機
器
等
、
及
び
Ｐ
Ｃ
Ｂ
含
有
廃
棄
物
の
保
有
す
る
量
に
つ
い
て
、
高

濃
度
と
低
濃
度
の
そ
れ
ぞ
れ
の
Ｐ
Ｃ
Ｂ
の
量
に
つ
い
て
施
設
ご
と
に
総
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

七 

法
改
正
に
よ
り
、
低
濃
度
使
用
製
品
事
業
者
は
、
低
濃
度
使
用
製
品
の
保
有
及
び
使
用
の
状
況
、
使
用
の
場
所
、
使
用
終

了
の
見
込
み
等
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
高
濃
度
・
低
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物

を
保
管
し
て
い
る
事
業
者
は
、
保
管
の
状
況
、
保
管
の
場
所
等
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
在
日
米
軍
に
も
適
用
す
る
の
か
。
ま
た
、
指
導
及
び
助
言
、
承
継
の
届
出
、
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
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検
査
等
の
規
定
、
届
出
義
務
違
反
の
罰
則
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
在
日
米
軍
に
も
適
用
す
る
の
か
。 

八 
二
〇
二
四
年
に
日
米
両
政
府
が
、
米
国
製
・
海
外
製
の
Ｐ
Ｃ
Ｂ
含
有
機
器
は
日
本
法
令
上
の
期
限
内
に
米
国
に
移
送
し
て

処
理
し
、
日
本
製
の
も
の
は
日
本
国
内
で
処
理
す
る
方
針
で
合
意
し
た
。
こ
の
合
意
は
改
正
法
の
施
行
後
も
有
効
か
。
ま

た
、
法
改
正
に
よ
り
日
本
法
令
上
の
期
限
が
撤
廃
さ
れ
た
こ
と
で
、
在
日
米
軍
施
設
・
区
域
内
に
残
置
さ
れ
た
Ｐ
Ｃ
Ｂ
含
有

機
器
等
が
無
制
限
に
放
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。 

九 

在
日
米
軍
施
設
・
区
域
で
使
用
・
保
管
さ
れ
て
い
る
高
濃
度
・
低
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
含
有
機
器
等
及
び
廃
棄
物
の
今
後
の
処
理

に
つ
い
て
、
日
本
国
内
で
の
処
理
の
有
無
及
び
ど
の
よ
う
に
処
理
を
行
っ
て
い
く
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

十 

在
日
米
軍
か
ら
施
設
及
び
区
域
が
返
還
さ
れ
た
場
合
の
原
状
回
復
措
置
並
び
に
提
供
施
設
整
備
及
び
米
軍
再
編
に
係
る
事

業
に
お
い
て
発
生
し
た
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
で
あ
っ
て
も
、
国
内
で
の
処
理
を
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
と
思
料
す
る
が
、
政
府
の

考
え
は
如
何
。 

 

右
質
問
す
る
。 


